
答申第１１２号

答 申

第１ 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 行政文書の開示請求

異議申立人は、平成１９年３月２０日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良

県条例第３８号。以下｢条例｣という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県知事（

以下「実施機関」という。）に対し、「奈良地方検察庁検察官よりの○○○○への呼

び出し状及び平成１８年１１月３０日付けの処分通知に伴う報告書（用地対策課に係

る分）」の開示請求(以下「本件開示請求」という｡)を行った。

２ 実施機関の決定

平成１９年４月２日、実施機関は、本件開示請求に係る行政文書は作成又は取得を

していないため不存在として、行政文書の不開示決定（以下「本件決定」という。）

を行い、異議申立人に通知した。

３ 異議申立て

異議申立人は、平成１９年５月７日、本件決定を不服として、行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき、実施機関に対し、本件決定の取消

しを求める異議申立てを行った。

４ 諮 問

平成１９年５月２１日、実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県情報公

開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該異議申立てに係る諮問を行っ

た。



第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

個人として起訴猶予処分を受けているのではなく、県の一職員としての処分である。

当然呼び出し及び処分通知に伴う報告はすべきであるはずである。再度捜すこと。

２ 異議申立ての理由

調停も用地対策課で担当しており、その続きとして、告訴に伴う検察庁よりの呼び

出し等把握すべきであり、報告を受けるべきである。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が、理由説明書等において説明している本件決定の理由は、概ね次のとお

りである。

開示請求対象文書である「奈良地方検察庁検察官よりの○○○○への呼び出し状及

び平成１８年１１月３０日付けの処分通知に伴う報告書（用地対策課に係る分）」に

ついて、○○○○は用地対策課に所属する職員ではなく、また、同人から用地対策課

に対し当該文書（報告書）は提出されていないため存在しない。なお、実施機関の職

員が検察庁から呼び出し等を受けた場合に、上司等に報告書を提出すべきであるとい

う根拠規定は存在しない。

そのため、本件開示請求に係る対象文書については、不存在であるとして不開示決

定したものである。

第５ 審査会の判断理由

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 基本的な考え方

条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民の

県政への参加を促進し、もって県民の知る権利への理解を深めつつ、県の有するその

諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた県民

本位の県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運用

に当たっては、県民の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければなら

ない。

したがって、当審査会は県民の行政文書開示請求権を十分尊重するという条例の趣

旨に従い、実施機関の意見聴取のみにとどまらず、審査に必要な関係資料の提出を求

め、当審査会により調査を行い、条例の適用について判断することとした。
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２ 行政文書の不存在について

異議申立人は、「奈良地方検察庁検察官よりの○○○○への呼び出し状及び平成１

８年１１月３０日付けの処分通知に伴う報告書（用地対策課に係る分）」の開示を求

めているのに対し、実施機関は、当該文書は取得をしていないため不存在であると主

張しているので、以下検討する。

実施機関の説明によると、○○○○は、用地対策課に所属する職員ではなく、同氏

から用地対策課に対して、異議申立人が開示を求める報告書は提出されていないとの

ことである。なお、実施機関の職員が検察庁から呼び出し等を受けた場合に、上司等

に報告書を提出すべきであるという根拠規定は存在しない。

そうすると、当該報告書の取得をしていないとする実施機関の説明に、特段不合理、

不自然な点はなく、当該報告書が存在すると推測させる特段の事情もない。

したがって、本件開示請求に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明は、

是認できると判断する。

３ 結 論

以上の事実及び理由により、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の審査経過

当審査会の審査経過は、別紙のとおりである。
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別紙

審 査 会 の 審 査 経 過

年 月 日 審 査 経 過

平成１９年 ５月２１日 ・ 実施機関から諮問を受けた。

平成１９年 ６月２８日 ・ 実施機関から理由説明書の提出を受けた。

平成１９年１１月 ７日 ・ 実施機関から不開示理由等を聴取した。

（第１２０回審査会） ・ 事案の審議を行った。

平成１９年１２月 ５日 ・ 答申案のとりまとめを行った。

（第１２１回審査会）

平成２０年 ２月２９日 ・ 実施機関に対して答申を行った。
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